
国
分
寺
は
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
に
「
国
分
寺
造
営
の
詔
」
を
契
機
に
各
国
で
造
営
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
武
蔵
国
分
寺
の

造
営
と
い
う
の
は
各
国
の
造
営
状
況
と
は
違
い
、
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
最
も
特
色
的
な
の
は
、
文
字
瓦
を
使
用
し
た
造

瓦
体
制
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
武
蔵
国
二
一
郡
の
う
ち
新
羅
郡
を
除
く
二
十
郡
が
武
蔵
国
分
寺
創
建
期
の
造
瓦
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ

る
。
そ
の
文
字
瓦
の
中
に
、
武
蔵
国
豊
島
郡
と
那
珂
郡
に
関
す
る
人
物
が
書
か
れ
た
人
名
瓦
が
あ
る
。
本
論
で
は
、
人
名
瓦
を
通
し
て

そ
の
造
瓦
体
制
や
郡
名
瓦
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

武
蔵
国
分
寺
跡
は
Ｊ
Ｒ
中
央
線
国
分
寺
駅
の
南
西
一
ｍ
の
東
京
都
国
分
寺
市
西
元
町
に
所
在
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
、
寺

院
地
や
伽
藍
地
を
区
画
す
る
大
溝
や
塔
、
金
堂
な
ど
の
主
要
伽
藍
、
寺
院
の
運
営
に
携
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
建
物
跡
な
ど
が
検
出
さ

武
蔵
国
分
寺
人
名
瓦
の
造
瓦
組
織
に
関
す
る
研
究

は
じ
め
に

一
武
蔵
国
分
二
寺
の
造
営

香
川
将
慶
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れ
て
い
る
（
第
一
図
）
。
僧
寺
は
寺
院
地
・
伽
藍
地
・
中
枢
部
の
三
重
に
、
尼
寺
が
伽
藍
地
・
中
枢
部
の
二
重
に
そ
れ
ぞ
れ
区
画
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
周
囲
に
展
開
す
る
集
落
を
含
め
る
と
お
お
む
ね
東
西
一
・
五
ｍ
×
南
北
一
・
○
ｍ
の
規
模
と
な
る
。
僧
寺
中
枢
部
に
は
、

金
堂
・
講
堂
・
東
僧
坊
・
鐘
楼
（
又
は
経
蔵
）
・
中
門
が
配
置
さ
れ
る
。
中
枢
部
か
ら
南
東
方
向
に
塔
跡
、
金
堂
・
講
堂
の
伽
藍
中
軸

線
上
に
北
方
建
物
が
一
直
線
に
な
ら
ぶ
。
中
枢
部
の
区
画
施
設
は
大
溝
跡
と
掘
立
柱
塀
に
よ
り
区
画
さ
れ
、
伽
藍
地
を
素
掘
り
の
溝
跡

と
掘
立
柱
塀
、
寺
院
地
を
素
掘
り
の
溝
で
そ
れ
ぞ
れ
区
画
さ
れ
て
い
る
。

武
蔵
国
分
寺
の
変
遷
は
発
掘
調
査
や
文
献
資
料
の
記
述
か
ら
、
創
建
期
と
す
る
Ｉ
期
、
整
備
・
拡
充
期
（
再
建
期
）
と
す
る
Ⅱ
期
、

衰
退
期
と
す
る
Ⅲ
期
に
区
分
さ
れ
る
。
Ｉ
期
と
Ⅱ
期
は
神
火
に
よ
り
焼
失
し
た
七
重
塔
の
再
建
す
る
と
い
う
記
事
が
「
続
日
本
紀
」
承

和
十
二
年
（
八
四
五
）
三
月
条
に
見
ら
れ
、
こ
れ
を
境
に
そ
れ
以
前
を
創
建
期
（
第
１
期
）
、
そ
れ
以
後
を
再
建
期
（
第
Ⅱ
期
）
と
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
創
建
期
は
四
期
（
Ｉ
ａ
～
Ｉ
ｂ
期
）
に
細
分
さ
れ
る
。

Ｉ
ａ
期
の
寺
院
地
区
画
溝
は
第
一
図
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
範
囲
で
あ
っ
た
。
方
位
も
磁
北
（
僧
寺
中
軸
線
）
に
ほ
ぼ
一
致
四
町
半
～
五
町

の
範
囲
を
区
画
し
て
い
る
。
占
地
に
あ
た
っ
て
は
東
辺
及
び
北
東
隅
を
国
分
寺
崖
線
の
谷
地
形
を
意
識
し
て
設
定
し
て
お
り
、
唯
一
、

武
蔵
野
段
丘
上
に
あ
る
北
辺
が
地
形
の
影
響
を
受
け
て
斜
行
し
て
い
る
た
め
、
や
や
台
形
の
平
面
で
あ
る
。

こ
の
区
画
は
、
当
初
計
画
さ
れ
た
僧
寺
の
寺
院
地
と
伽
藍
地
と
考
え
ら
れ
る
が
、
伽
藍
地
は
最
古
の
瓦
（
南
比
企
の
一
本
作
り
鐙

瓦
）
を
伴
う
塔
の
位
置
だ
け
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
当
初
ど
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
を
と
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
お
お

よ
そ
、
塔
周
辺
を
中
枢
部
と
す
る
伽
藍
が
計
画
さ
れ
、
さ
ら
に
主
要
堂
宇
の
中
で
も
塔
の
早
期
建
設
を
意
識
し
つ
つ
着
手
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
南
比
企
産
北
武
蔵
系
の
一
本
作
り
鐙
瓦
が
出
土
す
る
現
仁
王
門
付
近
の
地
業

遺
構
や
塔
の
南
九
○
ｍ
地
点
の
布
掘
り
地
業
遺
構
が
可
能
性
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

Ｉ
ｂ
・
Ｉ
Ｃ
期
の
造
営
計
画
は
Ｉ
ａ
期
の
推
定
中
軸
線
よ
り
西
に
約
二
五
ｍ
離
れ
て
お
り
、
磁
北
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
東
西
八
町
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×
南
北
五
町
半
（
中
軸
線
上
）
の
寺
院
地
を
基
本
と
し
な
が
ら
中
心
に
僧
寺
金
堂
を
据
え
、
寺
院
地
中
央
北
寄
り
に
三
町
半
四
方
程
の

僧
寺
伽
藍
地
、
南
西
隅
に
一
町
半
四
方
に
ほ
ど
の
尼
寺
伽
藍
地
を
配
置
す
る
計
画
に
変
更
さ
れ
る
。
計
画
変
更
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｉ
ａ

期
の
寺
院
地
区
画
溝
は
僧
寺
伽
藍
地
に
重
な
る
西
辺
溝
（
Ａ
Ｄ
）
の
み
を
埋
め
戻
し
、
他
の
三
辺
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
う
え
で
、
北
西

隅
（
Ｅ
）
及
び
南
西
隅
（
Ｄ
）
か
ら
推
定
東
山
道
ま
で
溝
を
延
長
し
新
た
な
寺
院
地
（
Ｉ
Ｂ
Ｃ
Ｊ
）
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寺
院
地

南
辺
の
西
延
長
線
上
の
推
定
東
山
道
を
超
え
た
地
点
に
尼
寺
伽
藍
地
の
南
東
隅
を
設
定
し
、
推
定
東
山
道
と
西
方
の
武
蔵
野
段
丘
の
間

（
１
）

に
伽
藍
地
を
収
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
尼
寺
伽
藍
地
と
推
定
東
山
道
は
ほ
ぼ
同
方
位
で
あ
り
、
真
北
に
一
致
す
る
。

武
蔵
国
分
寺
は
全
国
の
国
分
寺
の
中
で
も
類
を
見
な
い
ほ
ど
文
字
瓦
に
よ
る
瓦
の
生
産
が
盛
ん
な
国
分
寺
で
あ
る
。
出
土
す
る
文
字

瓦
は
、
記
載
方
法
に
よ
っ
て
押
印
・
ヘ
ラ
書
き
・
叩
き
具
・
萢
面
・
模
骨
・
墨
書
・
指
書
の
七
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、

押
印
・
ヘ
ラ
書
き
の
出
土
鼠
は
圧
倒
的
に
多
い
。
記
載
内
容
は
国
名
・
郡
名
・
郷
名
・
文
章
等
が
あ
り
、
郡
名
・
郷
名
の
出
土
量
が
圧

倒
的
に
多
い
。
郡
名
は
、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
に
建
郡
さ
れ
た
新
羅
郡
を
除
く
二
十
郡
が
出
土
し
て
お
り
、
一
郡
を
表
す
も
の

（
ワ
ニ

が
多
い
が
、
久
良
郡
と
賀
美
郡
、
多
麻
郡
と
久
良
郡
等
、
二
郡
を
併
記
し
た
も
の
が
あ
る
。

（
３
）

さ
て
、
人
名
瓦
に
関
す
る
歴
史
的
評
価
は
主
に
知
識
説
、
貢
納
説
、
雑
揺
の
代
納
説
等
、
様
々
な
学
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
知

識
説
で
あ
る
が
、
宮
崎
糺
氏
が
人
名
瓦
を
そ
の
郡
郷
に
居
住
す
る
人
物
と
判
断
し
、
国
分
寺
造
営
時
に
百
姓
が
関
わ
っ
た
と
考
察
し

た
。
こ
の
現
象
を
天
平
十
五
（
七
四
八
）
年
一
○
月
に
発
願
さ
れ
た
「
大
仏
造
立
の
詔
」
に
あ
た
る
百
姓
へ
の
知
識
の
呼
び
か
け
に
通

じ
る
と
し
た
。
知
識
の
呼
び
か
け
は
国
司
か
ら
郡
司
へ
の
命
令
で
、
命
を
受
け
た
郡
司
が
所
管
の
各
郷
へ
伝
え
、
戸
ご
と
に
瓦
の
寄
進

二
武
蔵
国
分
寺
の
文
字
瓦
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（
４
）

を
促
進
し
た
と
と
ら
え
た
。
石
母
田
正
氏
は
知
識
に
つ
い
て
、
①
純
粋
で
本
来
的
な
形
、
②
貢
租
的
知
識
で
あ
り
、
擬
制
的
な
知
識
、

③
在
地
首
長
層
が
国
家
の
内
部
に
そ
の
地
位
を
得
る
た
め
の
も
の
、
と
三
つ
の
形
態
を
指
摘
し
た
。
そ
の
内
、
人
名
瓦
は
②
の
貢
租
的

〈
↑
③
）

知
識
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
上
原
真
人
氏
は
、
郡
ｌ
郷
１
戸
と
い
う
行
政
単
位
に
基
づ
い
て
瓦
を
貢
進
し
た
こ
と
を
認
め
つ

つ
も
、
そ
れ
は
律
令
制
を
法
的
根
拠
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
知
識
に
名
を
借
り
た
収
奪
で
あ
り
、
寄
進
の
強
要
、
「
強
制
さ
れ
た
知

一
方
、
大
川
清
氏
は
人
名
瓦
を
利
用
し
、
税
を
納
め
る
貢
進
説
を
唱
え
て
い
る
。
大
川
氏
は
「
秩
父
郡
瓦
長
」
の
記
銘
か
ら
瓦
長
が

（
７
）

瓦
屋
に
瓦
の
発
注
を
行
な
っ
た
と
し
て
、
発
注
に
対
す
る
瓦
屋
で
の
瓦
の
仕
分
け
や
識
別
と
と
ら
え
た
。
そ
の
上
で
、
文
字
瓦
の
郡
ｌ

郷
ｌ
戸
主
と
い
う
記
銘
が
正
倉
院
宝
物
の
庸
調
布
に
お
け
る
貢
進
者
名
の
記
銘
と
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
造
瓦
に
あ
た
っ
て
は
戸
主
、

又
は
そ
れ
に
準
ず
る
個
人
の
負
担
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
酸
出
方
法
は
、
税
制
の
負
担
体
系
を
採
用
さ
れ
実
施
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し

（
６
）

識
物
」
で
あ
る
と
し
た
。

一
方
、
大
川
清
氏
は
‐

（
９
）

そ
の
他
に
、
「
雑
揺
の
代
納
」
の
負
担
と
い
う
意
見
、
女
性
名
の
人
名
瓦
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
性
も
課
税
対
象
に
含
め
た
臨
時
課

（
叩
）

税
で
あ
る
と
す
る
意
見
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
負
担
が
郡
単
位
で
あ
る
こ
と
は
、
知
識
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
と
し
、

「
強
制
的
知
識
」
は
、
法
的
規
定
や
伝
統
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
女
性
、
僧
侶
か
ら
も
物
資
や
労
働
力
を
徴
収
で
き
る
仕
組
み
だ

（
皿
〉

と
い
う
指
摘
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

た3
0

人
名
瓦
に
は
人
名
の
ほ
か
に
郡
名
の
押
印
や
郷
名
が
記
さ
れ
、
人
名
の
表
記
法
は
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
記
さ
れ
た
人
〃

一
一
一

人
名
瓦
の
造
瓦
体
制
と
特
徴



一

台
叡
謬露鱈

第2図第1群標識人名瓦(S=1/4)

物
は
「
戸
主
」
層
に
関
す
る
人
々
が
記
銘
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
男
性
名
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
「
荒
墓

郷
戸
主
宇
遅
マ
結
女
瓦
」
の
よ
う
に
女
性
名
の
人
名
瓦

も
み
ら
れ
る
。

人
名
瓦
を
生
産
し
た
窯
跡
は
現
在
の
と
こ
ろ
金
沢
窯

跡
の
み
確
認
さ
れ
た
が
、
後
述
す
る
二
群
・
三
郡
に
分

類
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
は
金
沢
窯
跡
と
は
別
の
窯
跡
で
生

産
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
分
析
で
は
、
対
象
と
な
っ
た
郡
や
人
名
の
表

記
形
式
、
押
印
の
有
無
、
郷
名
の
表
記
位
置
、
書
き
手

か
ら
三
群
八
種
に
分
類
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
各
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
表
記
形
式
や
特
徴
な
ど
を
記
述
し
た
い
。

・
第
一
群

第
一
群
の
人
名
瓦
は
Ａ
・
Ｂ
．
Ｃ
種
の
三
名
に
よ
り

記
名
さ
れ
、
埼
玉
県
鳩
山
町
大
字
泉
井
に
所
在
す
る
金

沢
窯
跡
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
第
二
図
’
四
・

五
・
六
）
。
金
沢
窯
跡
は
東
西
に
延
び
る
泉
井
地
区
丘
陵

の
東
端
南
側
に
位
置
し
、
南
側
に
は
泉
井
川
が
流
れ
て
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9
F種

8
11

H種
E穂

第3図押捺された押印と各種書き手
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い
る
。
二
次
に
わ
た
る
発
掘
調
査
で
五
基
の
登
窯
が
確
認
さ
れ
た
。
金
沢
山
一
号
が
地
下
式
無
階
無
段
登
窯
、
金
沢
山
二
号
と
金
沢
二

号
が
無
階
無
段
登
窯
、
金
沢
一
号
が
地
下
式
有
階
有
段
登
窯
、
金
沢
三
号
が
有
階
有
段
登
窯
の
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
窯
跡
か
ら
須

恵
器
・
文
字
瓦
等
の
瓦
類
・
博
が
出
土
し
、
金
沢
二
号
窯
か
ら
の
出
土
が
最
も
多
い
．
金
沢
二
号
窯
の
須
恵
器
分
析
を
み
る
と
八
世
紀

第
１
四
半
期
前
後
に
始
ま
り
、
『
国
分
寺
建
立
の
詔
」
発
布
以
前
の
段
階
で
は
、
瓦
陶
兼
業
で
操
業
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
押
印

文
字
瓦
と
の
関
係
か
ら
、
天
平
十
九
年
の
「
国
分
寺
造
営
の
督
促
」
以
降
に
瓦
を
中
心
と
し
た
体
制
に
移
行
し
た
た
め
、
須
恵
器
生
産

を
一
時
中
断
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
断
し
た
時
期
は
八
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
九
世
紀
中
頃
に
一

時
的
に
操
業
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
生
産
停
止
し
た
と
思
わ
れ
る
。

瓦
類
は
男
瓦
・
女
瓦
・
宇
瓦
が
出
土
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
武
蔵
国
の
郡
名
に
関
す
る
押
印
や
へ
ラ
書
き
さ
れ
た
文
字
瓦
、
豊
島
郡

に
関
す
る
人
物
が
記
銘
さ
れ
た
人
名
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
文
字
瓦
の
総
点
数
は
二
○
一
点
に
の
ぼ
る
。
郡
名
瓦
は
押
印
や
へ
ラ
書
き

に
よ
り
豊
島
・
那
珂
・
秩
父
・
埼
玉
・
比
企
郡
の
五
郡
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
判
読
不
明
の
押
印
が
一
種
類
確
認
さ
れ
た
。
押
印
が

（
肥
）

示
す
も
の
多
く
は
郡
名
を
示
す
こ
と
が
多
く
、
武
蔵
国
の
い
ず
れ
か
の
郡
名
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
郡
名
瓦
と
は
別
に
豊
島

郡
の
に
関
す
る
文
字
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
瓦
は
人
名
の
ほ
か
に
、
豊
島
郡
の
押
印
や
白
方
、
荒
墓
、
湯
島
、
廣
岡
郷
と
い
っ
た

豊
島
郡
の
郷
名
が
瓦
の
端
部
に
記
銘
さ
れ
て
い
る
。

金
沢
窯
跡
で
出
土
し
た
人
名
瓦
は
五
八
点
で
あ
る
。
人
名
の
表
記
は
い
ず
れ
の
工
人
も
「
戸
主
十
氏
十
名
」
の
み
の
形
式
で
表
記
さ

（
、
）

れ
た
。
人
名
の
中
に
で
「
マ
」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
「
部
」
の
異
体
字
で
あ
る
。
ま
た
、
豊
島
郡
の
郡
名
押
印
が
瓦
の
凹
面
に
押

捺
さ
れ
て
い
る
（
図
三
’
一
）
。
こ
の
押
印
は
第
一
群
の
人
名
瓦
の
み
に
使
用
さ
れ
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
た
郡
名
押
印
と
は
使
用
用

途
が
違
い
、
人
名
瓦
専
門
印
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
端
部
に
は
白
方
、
荒
墓
、
廣
岡
、
湯
島
、
日
頭
郷
と
い
っ
た
豊
島
郡

の
郷
名
が
表
記
さ
れ
て
い
る
。
人
名
瓦
に
伴
っ
て
書
か
れ
た
郷
名
の
内
訳
は
、
白
方
郷
二
点
、
荒
墓
郷
七
点
、
湯
島
郷
二
点
、
廣
岡
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郷
二
点
、
日
頭
郷
一
点
の
計
二
三
点
で
あ
る
。
状
態
の
良
い
人
名
瓦
に
は
凹
面
に
押
印
と
人
名
、
端
部
に
郷
名
を
記
銘
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
表
記
さ
る
の
が
第
一
群
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
第
二
図
）
。
次
に
、
書
き
手
の
特
徴
や
瓦
の
製
作
技
法

か
ら
見
た
分
析
を
行
な
い
た
い
。

ま
ず
、
Ａ
種
は
Ｂ
・
Ｃ
種
に
比
べ
文
字
が
小
さ
く
、
「
戸
主
（
図
三
ｌ
四
こ
の
「
戸
」
の
一
画
目
が
表
記
さ
れ
な
い
。
筆
跡
は
、
滑

ら
か
な
運
筆
で
入
筆
部
や
は
ら
い
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
が
、
は
ね
が
な
い
。
Ｂ
種
は
、
文
字
の
と
め
や
は
ね
が
暖
味
で
流
字
の
よ
う

な
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
、
運
筆
の
際
に
文
字
の
太
い
も
の
や
細
い
も
の
が
見
受
け
ら
れ
、
文
字
全
体
の
安
定
感
に
欠
け
る
（
図
三
’

五
）
。
Ｃ
種
は
、
Ｂ
種
と
同
じ
よ
う
な
文
字
の
大
き
さ
で
あ
る
が
、
文
字
の
と
め
や
は
ら
い
が
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
運
筆
も
滑
ら
か

で
文
字
の
バ
ラ
ン
ス
も
よ
い
（
図
三
’
六
）
。

人
名
が
書
か
れ
た
瓦
の
製
作
技
法
は
い
ず
れ
の
瓦
も
、
男
瓦
が
粘
土
紐
巻
き
上
げ
作
り
、
女
瓦
は
粘
土
板
一
枚
作
り
で
あ
る
。
女
瓦

の
凸
面
に
は
六
種
類
の
斜
格
子
叩
き
具
に
よ
る
整
形
が
確
認
で
き
た
。
叩
き
具
を
見
る
と
書
き
手
ご
と
に
特
定
の
叩
き
具
の
使
用
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
瓦
工
人
と
書
き
手
は
別
々
の
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
男
瓦
の
隅
落
と
し
等
の
技
法
か
ら
見
て
も

瓦
の
特
徴
と
書
き
手
に
統
一
性
や
偏
り
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
瓦
工
人
と
書
き
手
は
別
々
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
一

人
物
の
人
名
瓦
は
同
じ
書
き
手
に
よ
っ
て
記
名
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
部
の
人
名
瓦
に
は
、
文
字
を
記
名
す
る
位
置
の
布
目
を
指

ま
た
、
書
き
手
ご
と
に
人
名
が
記
銘
さ
れ
た
位
置
や
文
字
の
大
き
さ
、
郷
名
の
記
銘
比
率
に
つ
い
て
分
析
し
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
に

特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
ず
、
人
名
の
記
銘
位
置
と
押
印
の
押
捺
位
置
の
関
係
を
表
し
た
も
の
が
第
四
図
で
あ
る
。
矢
印
方

向
は
文
字
の
天
地
を
示
し
、
太
い
矢
印
は
押
印
、
細
い
矢
印
は
人
名
を
表
す
。
図
を
見
る
と
、
Ａ
種
は
人
名
・
押
印
と
も
に
天
は
広
端

部
を
向
い
て
い
る
。
Ｂ
種
は
基
本
的
に
狭
端
部
側
が
天
に
な
る
が
、
何
点
か
広
端
部
が
天
に
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
金
沢
窯
跡

で
ナ
デ
消
し
た
も
の
も
あ
る
。
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狭端部

､
↓
へ

広端部

Am*B種傘C稲ネ太矢印は押日,｡矢印先が天。
第4図人名と押印の位圏関係

で
生
産
さ
れ
た
豊
島
郡
の
女
瓦
は
広
端
部
と
狭
端
部
幅

の
差
が
な
く
判
別
し
に
く
い
も
の
が
多
い
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
書
き
手
が
狭
端
部
と
広
端
部
を

反
対
に
捉
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｂ
種
も
押
印
を

押
す
人
と
人
名
を
書
く
人
は
同
一
人
物
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
、
第
四
図
ｌ
①
は
同
じ
瓦
に
記
さ
れ

た
押
印
と
人
名
だ
が
、
天
地
が
逆
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

す
る
と
押
印
を
押
す
人
と
書
き
手
は
別
々
で
あ
っ
た
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
Ｃ
種
は
押
印
と
人
名
と
も
に

狭
端
部
を
向
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
字
の
天
地
が
す

べ
て
同
一
方
向
を
向
い
て
い
る
こ
と
や
一
定
の
範
囲
に

人
名
と
押
印
が
収
ま
る
こ
と
か
ら
、
押
印
を
押
す
人
と

人
名
の
書
き
手
は
同
一
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
文
字
の
大
き
さ
や
線
の
太
さ
か
ら
も
書
き
手

ご
と
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
い
ず
れ
の
書

き
手
に
も
共
通
す
る
文
字
で
あ
る
「
戸
」
を
基
準
に
文

字
の
縦
幅
と
横
幅
の
長
さ
と
文
字
線
の
太
さ
を
測
定
し
、

そ
の
平
均
値
を
求
め
た
。
ま
ず
、
Ａ
種
の
「
戸
」
の
平
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均
は
縦
幅
九
皿
横
幅
九
ｍ
、
文
字
の
太
さ
一
・
一
ｍ
で
あ
っ
た
。
Ｂ
種
は
縦
幅
一
五
皿
横
幅
一
二
皿
文
字
の
太
さ
二
．
○
ｍ
で

あ
っ
た
。
Ｃ
種
は
縦
幅
一
・
五
皿
横
幅
一
・
一
而
、
文
字
の
太
さ
一
・
五
ｍ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
参
考
に
で
き
る
資
料
が
少
な

く
、
筆
記
具
の
入
れ
方
、
粘
土
の
硬
さ
な
ど
で
文
字
の
大
き
さ
や
太
さ
が
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
参
考
程
度
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
書
き
手
ご
と
に
記
名
さ
れ
て
い
る
郷
名
を
分
類
し
た
と
こ
ろ
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
た
。
Ａ
種
が
記
名
し
た
瓦
に
は
、
荒

墓
郷
七
点
、
廣
岡
郷
一
点
、
白
方
郷
一
点
が
記
名
さ
れ
た
。
Ｂ
種
は
荒
墓
郷
二
点
、
湯
島
郷
一
点
で
あ
っ
た
。
Ｃ
種
は
白
方
郷
九
点
、

藤
岡
郷
一
点
、
日
頭
郷
一
点
、
湯
島
郷
一
点
で
あ
っ
た
。
書
き
手
に
よ
っ
て
記
名
さ
れ
た
郷
名
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
書
き

手
ご
と
に
記
名
す
る
郷
が
決
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｂ
種
と
Ｃ
種
が
記
名
し
た
湯
島
郷
の
表
記
に
違
い
が
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
人
名
の
記
名
時
期
に
時
間
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｃ
種
は
湯
島
郷
を
「
湯
」
と
記
名
し
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｂ
種
は
「
吉
」

と
記
名
し
て
い
る
。
倭
名
類
聚
抄
で
は
、
湯
島
郷
を
「
湯
島
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
端
面
に
「
吉
」
と
記
名
さ
れ
た
瓦
は
古

く
、
「
湯
」
と
書
か
れ
た
瓦
は
新
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
Ｂ
種
よ
り
も
Ｃ
種
が
人
名
を
記
名
し
た
時
期
が
古
い
と
考
え

第
二
群
に
所
属
し
た
書
き
手
は
，
．
Ｅ
・
Ｆ
の
三
名
で
あ
る
（
第
三
図
’
七
・
八
・
九
）
。
こ
れ
ら
の
書
き
手
は
金
沢
窯
跡
と
は
別
の

窯
場
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
、
人
名
の
表
記
や
瓦
の
製
作
技
法
は
金
沢
窯
跡
で
生
産
さ
れ
た
人
名
瓦
と
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
れ
ら
の

瓦
を
生
産
さ
れ
た
窯
跡
は
い
ま
だ
不
明
で
あ
る
。
ま
ず
、
各
書
き
手
の
特
徴
で
あ
る
が
、
Ｄ
種
は
先
の
細
い
鋭
利
な
筆
記
具
を
使
用

し
、
一
見
、
Ｂ
種
か
Ｃ
種
に
似
る
筆
跡
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
’
七
図
の
よ
う
に
「
瓦
」
の
字
が
Ｂ
種
が
記
名
し
た
「
瓦
」
と
比
べ

一
画
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｂ
種
に
比
べ
、
字
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
、
Ｃ
種
と
比
べ
る
と
は
ね
の
部
分
や
字
体
の
バ
ラ
ン

ス
は
似
て
い
る
。
た
だ
、
Ｂ
種
よ
り
運
筆
全
体
に
直
線
的
で
は
ね
が
な
い
（
第
三
’
七
図
）
。
Ｅ
種
は
、
Ｕ
字
状
の
筆
記
具
を
使
用
し

（
Ｍ
）

ら
れ
る
。

第
二
群
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人
名
の
表
記
は
「
氏
十
名
」
と
「
名
」
の
み
の
二
種
類
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
豊
島
郡
の
よ
う
に
「
戸
主
」
を
冠
し
て
な

い
の
が
一
つ
の
特
徴
で
も
あ
る
。
出
土
し
た
点
数
は
少
量
だ
が
、
豊
島
郡
と
同
様
な
趣
旨
の
も
と
で
製
作
さ
れ
た
考
え
ら
れ
、
那
珂
郡

も
「
戸
主
」
層
を
対
象
と
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
今
後
詳
し
い
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
人
名
は
前
述
し
た
よ
う
に
凹
面
以
外
に

端
面
に
も
記
名
さ
れ
た
も
の
あ
る
。
ま
た
、
那
珂
郡
の
人
名
瓦
に
は
二
種
類
の
郡
名
押
印
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
郷
名
を
記
名
し
た

瓦
の
製
作
技
法
も
縄
叩
き
や
平
行
叩
き
具
を
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
瓦
の
色
調
も
褐
色
系
で
軟
質
の
も
の
が
多
く
、
灰
色
系
で
硬

質
で
あ
る
金
沢
窯
跡
と
は
大
き
く
異
な
る
。
よ
っ
て
、
瓦
の
製
作
技
法
を
見
て
も
金
沢
窯
跡
と
は
異
な
る
窯
跡
で
生
産
さ
れ
た
こ
と
が

（
喝
）

わ
か
る
。

・
第
三
群

第
三
群
は
那
珂
郡
に
関
す
る
人
物
を
記
名
し
て
お
り
、
人
名
瓦
を
記
名
し
て
い
た
書
き
手
は
Ｇ
種
、
Ｈ
種
の
二
名
で
あ
る
（
第
三

図
’
十
・
十
一
）
。
ま
ず
、
Ｇ
種
は
端
面
に
人
名
を
記
名
し
て
お
り
、
第
三
’
十
図
に
あ
る
よ
う
に
「
呂
」
の
二
画
目
以
降
が
一
筆
書
き

さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
Ｈ
種
は
全
体
的
に
筆
記
具
を
浅
く
入
れ
て
記
名
し
て
お
り
、
払
い
が
な
く
終
筆
部
を
す
べ
て
ト
メ
て

す
押
印
も
な
い
。

記
名
し
て
い
る
。
運
筆
は
比
較
的
ブ
レ
が
な
く
直
線
的
だ
が
「
鴫
」
の
八
画
目
で
二
回
目
の
折
れ
か
ら
湾
曲
気
味
に
運
筆
し
、
そ
の
画

の
は
ね
も
大
き
く
弧
を
描
く
よ
う
に
運
筆
す
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
刑
」
の
六
画
目
を
斜
め
に
運
筆
し
、
そ
の
ト
メ
か
ら
直

接
「
マ
」
を
記
名
し
て
い
る
。
Ｆ
種
は
先
の
細
い
Ｕ
字
状
よ
り
も
四
角
い
筆
記
具
を
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
運
筆
は
ブ
レ
が

な
く
直
線
的
だ
が
、
ハ
ネ
が
な
い
。
人
名
の
表
記
は
「
郷
名
十
戸
主
十
氏
十
名
」
、
「
名
」
の
み
な
ど
、
五
種
類
が
確
認
さ
れ
、
金
沢
窯

跡
で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
。
郷
名
が
端
面
に
記
名
さ
れ
た
も
の
は
一
点
も
な
く
、
凹
面
に
記
名
さ
れ
る
。
郡
名
を
示

い
る
（
第
三
’
十
一
図
）
。
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も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
（
第
三
図
’
二
・
三
）
。
女
瓦
凸
面
の
叩
き
具
に
は
縄
目
叩
き
具
を
使
用
し
、
色
調
は
褐
色
系
で
軟
質
で
あ

へ
随
）る
。
ま
た
、
那
珂
郡
の
人
名
瓦
は
末
野
窯
跡
か
ら
採
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
窯
跡
で
生
産
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
今

（
灯
｝

後
、
詳
し
い
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
武
蔵
国
分
寺
に
関
す
る
人
名
瓦
は
全
三
群
八
人
の
書
き
手
に
よ
っ
て
人
名
が
記
名
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
簡
潔
に
要
約
す
る
と
、
第
一
群
に
所
属
し
た
書
き
手
は
Ａ
・
Ｂ
．
Ｃ
種
の
三
名
で
、
金
沢
窯
跡
で
生
産
さ
れ
た
。
人
名
の
表
記
は

「
戸
主
十
氏
十
名
」
の
み
で
あ
る
。
豊
島
郡
の
郡
名
押
印
を
凹
面
に
押
し
、
端
面
に
郷
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
瓦
の
凸
面
は
斜
格
子
叩

き
具
に
よ
る
整
形
が
さ
れ
、
灰
色
系
の
色
調
で
硬
質
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
第
二
群
に
所
属
し
た
書
き
手
は
，
．
Ｅ
・
Ｆ
種
の

三
名
で
未
だ
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
窯
跡
で
生
産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
名
の
表
記
は
「
郷
名
十
戸
主
十
氏
十
名
」
等
、
五
形
式

確
認
さ
れ
、
郡
名
押
印
は
な
く
、
端
部
に
郷
名
は
記
名
せ
ず
、
凹
面
に
人
名
の
前
に
記
名
す
る
。
瓦
の
凸
面
は
縄
目
或
は
平
行
叩
き
具

に
よ
る
整
形
が
さ
れ
、
褐
色
系
の
色
調
で
軟
質
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
第
三
群
は
那
珂
郡
の
人
名
瓦
を
生
産
し
た
グ
ル
ー
プ
で

Ｇ
・
Ｈ
種
の
二
名
が
所
属
し
た
那
珂
郡
の
人
名
瓦
は
末
野
窯
跡
で
生
産
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
人
名
の
表
記
は
「
氏
十
名
」
ま
た

は
「
名
」
の
み
で
表
記
さ
れ
、
二
種
類
の
郡
名
押
印
が
使
用
さ
れ
た
。
瓦
の
製
作
技
法
は
、
凸
面
に
縄
目
叩
き
具
に
よ
る
整
形
が
さ

れ
、
褐
色
系
の
色
調
で
軟
質
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

人
名
瓦
を
記
名
す
る
際
の
特
徴
で
、
人
名
の
周
辺
を
布
ケ
シ
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
男
瓦
に
あ
り
こ
れ
は
人
名
を
書
き

や
す
く
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
特
徴
は
第
一
群
の
み
で
み
ら
れ
る
第
二
群
に
は
見
ら
れ
な
い
。
人
名
は
男
瓦
・
女
瓦

四
人
名
瓦
の
造
瓦
組
織
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国
分
僧
寺
・
尼
寺
か
ら
出
土
す
る
人
名
瓦
の
出
土
傾
向
か
ら
各
群
の
出
土
傾
向
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
群
で
生
産
さ
れ
た
人
名

瓦
は
国
分
尼
寺
を
中
心
に
出
土
す
る
。
国
分
尼
寺
の
遺
構
か
ら
三
二
点
中
二
二
点
も
の
第
一
群
の
人
名
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
第
一
群

の
人
名
瓦
は
金
堂
跡
や
講
堂
跡
か
ら
五
点
出
土
し
て
い
る
が
、
第
一
群
の
人
名
瓦
を
生
産
し
て
い
た
金
沢
窯
跡
は
国
分
尼
寺
を
中
心
に

瓦
を
供
給
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
群
の
人
名
瓦
は
尼
寺
で
は
出
土
せ
ず
、
塔
跡
や
現
仁
王
門
付
近
で
確
認
さ
れ
る
。
点
数
に
よ
る

比
率
は
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
第
二
群
の
人
名
瓦
を
供
給
し
た
窯
跡
は
塔
跡
と
現
仁
王
門
付
近
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る

（
鳩
）

基
壇
建
物
に
供
給
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
瓦
工
人
と
文
字
の
書
き
手
の
分
析
か
ら
人
名
瓦
と
郡
名
瓦
の
造
瓦
体
制
に
相
違
点
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
ず
、

人
名
瓦
は
前
述
し
た
よ
う
に
瓦
工
人
と
人
名
の
書
き
手
は
別
々
で
あ
り
、
官
人
に
よ
っ
て
記
銘
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
一
方
、
ヘ
ラ
書
き
の
郡
名
瓦
は
瓦
工
人
と
郡
名
の
書
き
手
は
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
金
沢
窯
跡
で
出
土
し

た
那
珂
郡
と
秩
父
郡
の
書
き
手
は
そ
れ
ぞ
れ
二
人
か
ら
三
人
存
在
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。
ヘ
ラ
書
き
群
名
瓦
は
女
瓦
の
造
り
は
す
べ

て
粘
土
板
一
枚
作
り
で
、
凸
面
の
整
形
は
書
き
手
ご
と
に
共
通
の
叩
き
具
が
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
郡
名
瓦
の
書
き
手
と
瓦

工
人
は
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
大
川
氏
は
、
郡
名
瓦
と
人
名
瓦
は
税
制
負
担
体
制
の
表
れ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
人

名
瓦
の
製
作
理
由
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、
郡
名
瓦
に
関
し
て
は
、
私
も
同
様
の
意
見
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
瓦
を
用
い
た
造
瓦

え
ら
れ
る
。

の
凹
面
に
原
則
記
名
さ
れ
る
が
、
男
瓦
の
凸
面
、
博
の
側
面
に
各
一
点
ず
つ
記
名
さ
れ
た
も
の
が
例
外
的
に
確
認
さ
れ
た
。

ま
た
、
第
一
群
と
第
二
群
の
記
名
開
始
時
期
に
時
間
差
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
湯
島
郷
の
表
記
が
「
吉
嶋
」

と
記
名
す
る
の
が
古
く
、
「
湯
島
」
と
記
名
す
る
の
が
新
し
い
時
期
の
も
の
と
指
摘
し
た
。
第
二
群
で
は
す
べ
て
「
吉
嶋
」
の
み
で
記

名
さ
れ
て
お
り
、
第
一
群
か
ら
「
湯
島
」
と
記
名
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
人
名
瓦
の
生
産
の
開
始
時
期
は
第
二
群
が
先
行
す
る
と
考
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体
制
に
は
は
国
や
郡
の
公
の
組
織
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
郡
名
瓦
は
瓦
工
人
、
人
名
瓦
は
官
人
が
記
名
し
て
い
る
こ
と

か
ら
製
作
理
由
に
相
違
が
み
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
し
く
分
析
し
、
次
の
機
会
に
触
れ
た
い
と
思
う
。

武
蔵
国
分
寺
で
出
土
す
る
文
字
瓦
に
関
す
る
研
究
は
江
戸
時
代
か
ら
現
代
ま
で
に
数
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
た
。
本
稿

で
は
、
人
名
瓦
に
お
け
る
造
瓦
体
制
に
つ
い
て
分
析
し
、
郡
名
瓦
と
は
異
な
る
組
織
や
趣
意
の
も
と
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
未
だ
、
人
名
瓦
の
製
作
背
景
、
豊
島
郡
と
那
珂
郡
の
み
製
作
さ
れ
た
歴
史
的
背
景
な
ど
課
題
は
山
積
み
で
あ
り
、
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

註（
１
）
有
吉
重
蔵
「
武
蔵
国
分
寺
」
『
聖
武
天
皇
と
国
分
寺
」
雄
山
閣
一
九
九
八

（
２
）
有
吉
重
蔵
「
武
蔵
国
分
寺
・
武
蔵
国
府
」
「
文
字
瓦
と
考
古
学
」
国
士
舘
大
学
実
行
委
員
会
二
○
○
○

（
３
）
知
識
と
は
、
本
来
は
僧
侶
の
知
人
を
指
す
が
、
仏
教
の
特
に
あ
ず
か
る
た
め
写
経
や
寺
院
の
造
営
な
ど
の
仏
教
事
業
に
財
物
や
労
働
力
を
提
供
し
て

結
縁
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
（
速
水
侑
「
行
基
」
吉
川
弘
文
館
二
○
○
四
）

（
４
）
宮
崎
糺
「
武
蔵
国
分
寺
の
研
究
」
「
国
分
寺
の
研
究
」
上
巻
考
古
学
研
究
会
一
九
三
八

（
５
）
石
母
田
正
「
国
家
と
行
基
と
人
名
」
「
日
本
古
代
国
家
論
」
第
一
部
岩
波
番
店
一
九
七
三

（
６
）
上
原
真
人
「
東
国
国
分
寺
の
文
字
瓦
再
考
」
「
古
代
文
化
」
四
一
’
十
二
古
代
学
協
会
一
九
八
九

（
７
）
大
川
満
『
武
蔵
国
分
寺
古
瓦
博
文
字
考
」
小
宮
山
書
店
一
九
五
八

お
わ
り
に
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付
記本

論
は
、
国
士
舘
大
学
考
古
学
研
究
室
で
編
集
し
た

当
た
っ
て
は
須
田
勉
先
生
よ
り
ご
指
導
ご
鞭
燵
を
賜
り
、

日
々
ご
指
導
い
た
だ
き
、
今
の
私
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
。

図図図図引
四三二一用

註註註註図
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18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
ーーー－………… …

（
８
）
大
川
清
「
東
国
国
分

学
人
文
学
会
一
九
七
三

「
東
国
国
分

註
（
７
）
に
同
じ
。

こ
の
建
物
は
有
吉
重
蔵
氏
に
御
教
授
い
た
だ
い
た
。

山
路
直
充
「
文
字
瓦
の
生
産
」
「
文
字
と
古
代
日
本
」
三
吉
川
弘
文
館
二
○
○
五

荒
井
秀
規
「
武
蔵
国
分
寺
の
戸
主
瓦
を
め
ぐ
っ
て
」
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
国
分
寺
の
創
建
を
読
む
」
国
士
舘
大
学
二
○
○
八

古
尾
谷
知
浩
「
文
字
瓦
と
知
識
」
「
文
献
史
学
・
物
質
資
料
と
古
代
史
研
究
」
塙
書
房
二
○
一
○

「
白
方
瓦
」
等
、
郷
名
を
示
す
押
印
も
あ
る
た
め
一
概
に
郡
名
の
み
と
は
言
い
難
い
。

異
体
字
の
「
部
」
は
カ
タ
カ
ナ
の
「
マ
」
で
打
ち
出
し
て
い
る
。

須
田
勉
ほ
か
「
文
字
瓦
」
「
金
沢
窯
跡
」
国
士
舘
大
学
考
古
学
研
究
室

須
田
勉
ほ
か
「
武
蔵
国
分
寺
の
人
名
瓦
」
「
金
沢
窯
跡
」
国
士
舘
大
学
考
古
学
研
究
室

註
（
鴫
）
に
同
じ
。

へへへへ

14 14 14 1
ーーーー

よ
り
引
用

よ
り
改
図
引
用

よ
り
改
図
引
用

よ
り
改
図
引
用 寺

造
営
時
に
お
け
る
造
瓦
組
織
の
研
究
１
瓦
坤
文
字
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
「
国
士
舘
大
学
人
文
学
会
紀
要
」
五
国
士
舘
大

「
金
沢
窯
跡
」
と
卒
業
論
文
「
武
蔵
国
分
寺
人
名
瓦
論
考
」
を
修
正
、
改
変
し
再
録
し
た
。
分
析
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
須
田
先
生
に
は
、
公
私
と
も
に
大
変
お
世
話
に
な
り
、
不
真
面
目
な
私
に

今
後
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
心
か
ら
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。
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